
 

大手電力会社の独占事業であった電力の小売販売に新規参入が可能になった「電力の小売全面自由化」
が始まって３月で３年が経とうとしています。 
契約する際の手続きには、住所・氏名・お客様番号・供給地点番号を伝える必要があります。この情

報は検針票に記載されていることが多いため、簡単な手続きにより契約を切替えられることから、悪質
な勧誘による契約トラブルが増えています。 
事例として、電話や訪問販売で大手電力会社と偽って、検針用の内容を入手されたとの相談がありま

す。手続きが簡単であるがゆえ、消費者の意に反して契約の切替え手続きが進んでしまいます。もし、
意に反した契約を結んでしまっても訪問販売や電話勧誘販売であればクーリング・オフが可能です。 

 

ガス給湯器のみネットで購入。施工業者は別で依頼

していた。施工業者が設置しようとしたところ、購

入したガス給湯器は都市ガス仕様のものであったた

め、ＬＰガスの我が家には設置できなかった。 

新規・継続合計 

店舗購入 

訪問販売 

訪問購入 

通信販売 

連鎖販売 

電話勧誘 

送り付け商法 

無店舗販売 

不明・無関係 

ガスには地中の導管で供給される『都市ガス』と容
器（一部導管）で供給される『ＬＰガス』に分けら
れます。ガスの原料も都市ガスの多くはメタンガス
でありＬＰガスは液化石油ガスと違います。そのた
め、使用する機器も種類が異なります。購入時には
必ず、家に供給されているガスの種類を確認する必
要があります。 

10月の相談件数 

No.73 

 
電気契約に係る勧誘の相談が再び増加しています 

 

 

22 件 

3 件 

0 件 

42 件 

0 件 

13 件 

 0 件 

0 件 

44 件 

＊不明・無関係とは、上記分類に含まれないもの。 

 例えば、架空請求はがき等 


